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高知大学における災害及び震災等時の障害学生対応計画 

平成 30年 1月 5日 

学生総合支援センター 特別修学支援室 

令和 4年 11月 24日 

学び創造センター学生支援部門インクルージョン支援推進室 

改正 

 

１．災害・震災等時の障害学生についての大学の対応 

（1）災害・震災等発生前 

・ インクルージョン支援推進室は避難時に一人で移動困難な学生について把握し、学務課等を通じて事

前に授業担当者等に避難時の支援協力を依頼する。 

・ 避難時に支援が必要な学生に関して個人情報が必要以上に漏洩しないよう留意する。 

・ 避難時には周囲の学生や教職員による支援が必要となるため災害•震災等に関する啓発を行う。 

（2）災害・震災等発生後 

・ 身体の機能障害のある学生については避難を積極的に支援する。 

・ 障害学生が避難場所にいることを想定し障害種ごとの配慮内容に対応できるように留意する。 

・ 学生支援課及びインクルージョン支援推進室の教職員は、障害学生及びメンタル面が不調になった学

生への対応ができるよう注意を払う。 

 

２．教職員、学生の心構え 

・ 障害のある者、移動が困難な者の避難を積極的に支援する。 

・ 障害種ごとの配慮内容を予め理解する。 

 

３．避難における配慮 

（1）障害種ごとの配慮内容 

聴覚障害 

・ 災害・震災等の際、情報の多くは音声で伝達されるため、聴覚障害のある学生が必要な情報を入手

できるよう、手話だけでなく、身振りや筆談、口を大きく開けて話すこと（口の動き）で情報を伝

達する。筆談は、メモだけでなく、手のひら等を使って行うこともできる。 

・ 火災などの緊急の場合は分かりやすい身振りで早急な避難を促す。 

視覚障害 

・ 視覚障害のある学生は、周りの状況がみえないため状況が分からず不安になる。不安を和らげるた

めには大まかな状況を説明することが必要である。 

・ 避難が必要な場合は、いきなり腕を掴む等身体に触るのではなく、本人の希望を聞き、周りの状況

を説明しながら避難場所に誘導する。 
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肢体不自由 

・ 車いすや杖などを使っている方は多少の段差でも移動が困難であったり、手に力が入らない場合に

は扉の開閉等が困難であるため、移動介助が必要である。 

・ 災害・震災等の際には停電でエレベーターが使用できないことがあるので、周りの者 4~5 人が協

力して移動をサポートする。 

・ 車いすの移動時に障害物等があり、車いすで移動ができないケースでは、車いすを乗り捨てること

も検討する。 

病弱 

・ 障害に応じた最低限の医薬品や非常用電源などを確保しておく必要がある。 

発達障害 

・ 学生の中には、ストレスに弱い人、神経が過敏な人、人との関係が苦手な人がいる。災害時には特

に強い不安や緊張を感じる可能性があるので、不安を和らげる行動を考慮することが必要である。 

・ 本人を直接支援するだけではなく、日頃から本人と接している友人等を支援することも効果的な場

合がある。 

・ 災害・震災等の際の避難方法について必要に応じて事前学習する。 

精神障害 

・ 災害・震災等の際には軽減していた症状が再発・悪化することがある。事前に避難についての心構

えや大学の行動計画を伝えておくことが望ましい。 

（2）避難場所における対応 

・ インクルージョン支援推進室は一人で移動困難な学生について、該当する学生の避難完了を確認す

る。避難完了後、障害種ごとに下記の点について配慮する。 

・ 視覚障害：掲示物は読んで知らせる、不安軽減のために状況を大まかに説明すること。 

・ 聴覚障害：放送による情報を文面で必ず掲示する。筆談の準備をすること。 

・ 肢体不自由：移動の介助者をつけること。 

・ 発達障害：予想ができない事態では過度のストレスがかかるため、不安を軽減するような働きかけ

をすること。数、場所、行動等について具体的な指示をすること。 

・ 精神障害：保健管理センター等が主体となり心理ケア対応ができるよう体制を整える。特に長期の

避難の場合、精神症状が悪化することがあるため大学内での連携とともに医療との連携も必要な時

は早急に対応する。 

（3） 事後対応 

・ 障害の有無にかかわらず災害時にはメンタルの不調を訴える場合があるので、保健管理センターに

相談もしくは緊急性がある場合には医療機関受診の促しをする。 
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４．避難訓練における対応 

・ 原則として、避難時に支援が必要な障害学生も大学全体の避難訓練に参加する。 

・ インクルージョン支援推進室及び各キャンパスの学生支援担当は、避難経路の事前確認を行い避難に

支障となる可能性のある施設・設備面の点検及び改善を行う。また、避難場所において情報提供のた

めの準備ができているか点検する。 

 

 

参考資料 日本学生支援機構 支援ガイド_共通_災害時の支援 

（http://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/guide_kyouzai/guide/kyotsu/emergency.html） 


